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一 般 質 問 通 告 書 

 

                               令和５年５月１２日 

 

議 会 議 長  様 

 

                          議席番号     ８     番 

 

議員氏名  平 川 忠 良   

 

質 問 事 項  質 問 要 旨 指定答弁者 

１．空家対策の 

強化の推進を 

 

現在、「空家等対策の推進に関する特別措置法の一部を

改正する法律案」が国会で審議されています。改正の  

ポイントは、①今後放置すれば、状態が悪く周囲に   

悪影響を及ぼす「特定空家」になるおそれのある「管理  

不全空家」の新設、②勧告を受けた管理不全空家は固定

資産税の減額解除、③所有者の責務強化、④空家の活用

拡大、⑤「特定空家の除却などの円滑化」です。 

当町でもようやく今年度、空家等対策協議会を設置し、

「空家等対策計画」が策定されます。町として空家対策

が大きく前進すると期待するところですが、そこで以下

伺います。 

（１）当町における現在の空家の状況は。 

（２）空家に対する要望や対応実績は。 

（３）「空家等対策計画」に盛り込まれる内容は。 

また、平成２７年施行の「空家等対策の推進に関す 

る特別措置法」や「空家等対策の推進に関する特別  

措置法の一部を改正する法律案」の改正ポイント５点

を含んだものなのか。 

町の対応を明らかにされたい。 

（４）特定空家の認定は、令和６年度における空家等対策 

協議会で助言を求めるとしています。現状、特定空家 

に該当する空家はあるのか。 

町長 

副町長 

危機管理課長 

担当課長 
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質 問 事 項  質 問 要 旨 指定答弁者 

２．令和５年度の

防災・減災への

取組は 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（１）令和５年２月３日、役場庁舎会議室で、富岡町役場

生活環境課の職員を講師とし、各課長出席のもと図上

訓練を中心とした「杉戸町災害対策本部訓練」を実施

しました。 

終了後に各課から、課題などの意見を求めるアン

ケートを実施したと聞いていますが、その内容と検証

は。 

（２）令和５年度の「杉戸町災害対策本部訓練」の開催  

時期は。 

（３）令和４年１２月定例会の一般質問で、「自主防災組

織連絡協議会において各自主防災組織の活動状況を 

発表する場を設けては」と提案していましたが、５月

２６日開催の協議会での実施状況は。 

（４）同１２月定例会にて、１自主防災会が地区防災計画

を策定中との答弁がありましたが、他自主防災会の 

状況は。 

（５）令和５年２月１０日、１１日にすぎとピアで第１０

回目の協働型災害訓練が実施されました。今回、２日

間とも参加しましたが、ＬＧＢＴＱと防災について 

学んだほか、参加していた様々な団体の方などと意見

交換ができました。コロナ禍とはいえ非常に参加者も

少なく、町職員や自主防災組織の方も関心が薄いよう

に感じられました。 

今回１０回目を迎えましたが、町として協働型 

災害訓練をどのように捉えているのか。 

（６）すぎとピアは、福祉避難所にも指定されていますが、

Ｗｉ－Ｆｉが整備されていません。 

運営側の持ち込みシステムで運用していますが、 

２年連続で訓練中にダウンしてしまいました。その 

結果、全国のオンライン参加者との通信が中断し、 

訓練の続行が不可能な状況となってしまいました。 

このままでは１０年続けてきた協働型災害訓練 

ｉｎ杉戸の開催が、来年以降できなくなるのではと 

危惧しています。 

窪田町長にすぎとピアへのＷｉ－Ｆｉ整備につい

て訓練終了後に要望しましたが、検討結果は。 

（７）当町における防災士の状況と、要望していました 

防災士協議会設置の見通しは。 

町長 

副町長 

危機管理課長 

担当課長 
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質 問 事 項  質 問 要 旨 指定答弁者 

３．杉戸南中学校

へのスクール 

バス運行は 

 

第６次杉戸町総合振興計画第３次実施計画では、令和 

６年度、新校設立の準備（スクールバスなど）となってい 

ます。 

そこで、以下伺います。 

（１）東中学校校区からのスクールバス運行は決定事項 

として認識してよろしいか。 

（２）新校設立準備委員会ではどのように検討している 

のか。 

（３）今後のスケジュールは。 

町長 

副町長 

教育長 

教育次長 

担当課長 

 

 


